
 

 

 資料１ 

 

入間市立保育所設置及び管理条例の一部を改正する条例の要旨 

 
１ 改正の内容 

現在、指定管理者の管理となっている入間市立黒須保育所について、指定管理期間の終

了に合わせて、民間へ移譲することに伴い、当該保育所を削除（公の施設の廃止）するも

のであります。 

 

２ 移譲先法人 

  所在地  入間市宮前町２番２号 

  名 称  社会福祉法人 樹人会 

  理事長  繁田みどり 

 

３ 移譲日 

  令和６年４月１日 

    

 


